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地域を基盤とする福祉教育推進プラットフォームの構造
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要 旨

　本論は、地域を基盤とする福祉教育推進プラットフォームにっいて、具体的実践事例の検証

に基づき帰納的に理論仮説を生成することを試みた。その結果、その構成要件として「場」

「目的」「活動」「コーディネート機能」が重要であり、従来の組織とは異なり、共通の目的遂

行を優先する柔軟で機能性が高く、学びと実践が常に循環的に機能し、必要に応じて新たなつ

ながりを次々と創出し得る常に進行形の仕組みであることが明らかになってきた。また、多様

な社会資源がっながり、個人、組織、団体が相互作用することから、相乗効果として新たなエ

ネルギーやアイディアが生み出され、それぞれのエンパワメントが高まり、単体では担いきれ

ない活動を創出する機能を有することが示唆された。

1　はじめに

　昨今、家族形態が多様化し、生活課題の複雑化、地域の共生力の脆弱化から、コミュニティ

によるセーフティネット構築の必要性が問われている。

　産業や教育など様々な分野で、地域を基盤に多様な主体が協働し、新たな活動を創出する仕

組みとして、プラットフォームに期待が寄せられ、活動が繰り広げられている。

　こうした社会状況のなか、社会福祉においては地域福祉の推進が明文化されるとともに、社

会の持続可能性に寄与しうる市民の学習活動の役割が重視されている。これにともない、福祉

教育実践は、これまでの学校や学校外の体験学習を中心としたものから、地域を基盤とする展

開が必要になってきた。それは学校から地域へ学ぶ場、対象、方法が転換することを意味して

おり、地域を基盤とする福祉教育を推進する新たな仕組みが求められている。
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　地域には様々な立場の人が混在しており、特に福祉教育においては、「社会から排除されが

ちな人」の問題に目を向け、互いの違いを認め支え合いについて学び合い、見えてきた問題解

決方法を考え、行動出来るようにすることが求められる。このため、地域を基盤とする福祉教

育を推進するには、人と社会との関係性に着目し、住民やボランティア、市民活動団体等の社

会的なネットワークが協働し、有機的に機能する重層的なプラットフォームという場を形成し、

日常生活の延長線上で実践的に考え行動しながら学びを深め、社会性を培い共生社会の創出に

っなぐことが重要になる。

　本論は、プラットフォームの概念を整理し、地域を基盤とする福祉教育推進プラットフォー

ムにっいて、具体的実践事例の検証に基づき帰納的に理論仮説を生成することを試みる。

皿　プラットフォームについて

　1999年2月に施行された「新事業創出促進法」（2005年4月「中小企業新事業活動促進法」

に統合）に基づき、地域資源を活用し、新事業創出を目的に地域の新事業支援機関、大学、自

治体及び企業等がネットワークをっくり、新事業創出のための総合支援体制を「地域プラット

フォーム」として構築した。全国に中核的支援機関が設立され、これらの機関を中心に地域プ

ラットフォームを構築し、地域の新事業創出と地域経済の活性化が図られた1）。

　文部科学省2）は、生涯学習を通じた住民主体のまちづくりの課題と方向性において、多様な

主体が交流・連携する場（プラットフォーム）が地域に必要であり、「地域プラットフォーム」

を「学びのプラットフォーム」とみた。そしてその適用を試みたのが東京都生涯学習審議会に

よる「地域教育プラットフォーム」構想3）である。学校・家庭・地域が協働し、学校教育、社

会教育といった従来の行政枠組みでは対応できない谷間の問題を、地域の関係機関や住民のネッ

トワークを活用して問題解決できるよう、地域における総合的な教育支援体制整備を目指した

中間支援のしくみとして、地域教育コーディネーターの役割を重視し、モデル事業を推進して

地域の教育力の再構築に取り組んでいる。

　福祉分野においては、2001年8月に全国社会福祉協議会（以下「全社協」とする）「第2次

ボランティア・市民活動推進5力年プラン」と「社協ボランティア・市民活動センター強化・

発展指針」において、「地域協働プラットフォーム構想」が提唱され、2005年11月に「社会福

祉協議会における福祉教育推進検討委員会報告書」において、「福祉教育推進プラットフォー

ム」が提言された。2000年度全社協のモデル事業を受けた伊賀市社協4）ではプラットフォーム

を意図的に地域福祉の展開に活用しているが、こうした営みが現在全国的に普及し展開してい

るとは言えない。

　その他、まちづくり関連のNPO、全国の自治体における地域活動の活性化や商店街の存続

に向けて等、様々な分野でプラットフォームによる活動が行われている5）。これらの共通点は、

地域を基盤に多様な社会資源が主体的に協働し、多様な情報と人材が結集し、新たな活動を創

出する仕組みとして捉えられる。こうした先行実践等から、プラットフォームの構成要件（表

1）とその機能（表2）を整理した。
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（表1）　プラットフォームの構成要件

目的（ミッション）
地域を基盤に多様な担い手が、自律（立）的主体的に協働し、地

域資源を活用し新たな活動を創出して地域課題の解決を図る。

活動
情報提供、人材育成、技術開発、学習機会の提供、地域課題につ

いて話し合い解決方法の決定と実践的活動の場を提供。

場

地域の多様な関係者が出会い、交流し、新たな連携を築き、あら

ゆる資源を集積させ、様々なものを形成可能とする地域発展のた

めの基盤・舞台。

ルール

地域の実情を踏まえ、参加主体の特徴と強みを生かし、内容を限

定せず、自主性・多様性を尊重し、地域の思考の幅を拡げ、地域

の共通利益を追求する。

メンバー
行政、企業、大学、NPO、住民、学生、商店街、ボランティア等、

多様なメンバーが自由闊達に議論し、主体的に参加する。

コーディネーター
資源（人、モノ、カネ、情報）の仲介、連携の促進と課題解決に

向けた調整役割。

中間支援組織 総合的な支援体制整備としての中間支援を担う。

（表2）プラットフォームの機能

○地域の多様な取り組みを展開する人や資源のっながりを創出。

○地域資源の相互作用による効果的な組み合わせが新たな活動のアイディアや手法を開拓す

　る（インキュベーション機能）。

○蓄積された地域資源有効活用のための情報基盤整備と情報発信。

○単体では担えない活動を可能にする。

○住民の自治力を高めコミュニティリーダーを創出。

○協働による地域課題解決のための政策提言や複合的事業展開及び活動の創出。

○タテ型社会をヨコにっなぎ新たな活力を創出。

○地域に新しい価値の創出。

　プラットフォームは、従来の地域における行政やNPO等の単体が連携したネットワークだ

けでは解決が難しく、パートナーシップによる単体の機能の違いを超えた協働でもない、様々

な地域資源が一体化して解決に取り組むことが可能な仕組みと見られる。多くの先行実践から

は、この仕組みを機能させるには、NPO等による中間支援組織と、それぞれの資源をっなぐ

コーディネート機能を担う人的役割の重要性を示している。

皿　地域を基盤とする福祉教育推進の視点

　筆者は、2004年の福祉教育実践による地域づくりを構想6）し、東京都生涯学習審議会による

「地域教育プラットフォーム」と、全社協の示した「地域協働プラットフォーム」を援用し、

社協が中間支援組織として、地域福祉活動推進と福祉教育推進を協働させ、福祉に関する学習

と実践を可能とする地域の仕組みとしてプラットフォームの必要性を示唆した。その翌年全社
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協は前述した「社会福祉協議会における福祉教育推進検討委員会報告書」において、地域福祉

を推進するためには協同で学び合うプロセスとシステムが不可欠で、様々な学習支援者と学習

資源を結び付けるための連携や協働を促す仕組み作りの一っの提案として「福祉教育推進プラッ

トフォーム」を示した。

　しかし、NPO等による地域活動が活発化し、社協や学校だけではない福祉教育の推進主体

が拡がり、2007年度には厚生労働省のボランティア振興事業がなくなり、福祉教育やボランティ

ア養成・研修に関する事業が廃止され、財源の裏付けがなくなり、社協による福祉教育に関す

る推進は厳しい現状になった。そのため学校と地域の協働等、地域を基盤とする福祉教育実践

が少しずっ展開され始めてきたが、従来の学校や学校外における体験学習の実施に止まってい

る実践が少なくない。

　年々様々な生活課題、福祉課題、教育課題が複雑化する社会情勢において、既存の制度等に

よる対応にも限界が見られ、地域における様々な課題解決力への期待が高まり、今日、従来と

異なる組織化原理に基づく新しい協働の仕組みが求められている。

　こうしたなかで社協の重点事業は、共助の仕組みづくりとして小地域福祉活動や、災害時の

要援護者支援等にっいての取り組みが重視され、住民参画による地域福祉の推進の具現化に向

けた地域福祉計画や地域福祉活動計画の策定とその進行管理が促進されている。

　2008年度全社協は、地域福祉を推進するための福祉教育という視点から、地域組織化事業と

福祉教育事業の展開過程を明らかにするために福祉教育実践研究会を組織し、地区地域福祉活

動計画と福祉教育の推進にっいて多面的事例調査に取り組んだ7）。

　これからの福祉教育の推進は、従来の学校や学校外における福祉体験学習による福祉教育推

進だけではなく、地域を基盤とする福祉課題を理解し、学習活動を通じてその解決方法を考え、

行動へっながる学習から実践することが必要になってきたと考える。

　筆者は、こうした学習と実践を循環させ得る新たな協働の仕組みとして、地域を基盤とする

福祉教育推進プラットフォームが有効と考える。これまでのプラットフォーム知見をもとに、

地域を基盤とする福祉教育推進を目的とするプラットフォーム事例の検証から理論仮説を検討

する。

IV　地域を基盤とする福祉教育推進プラットフォームとは

1．　実践事例の検証その1

　はじめに、全社協の「福祉NPOと社協等地域の関係団体による連携・協働促進モデル事業」

として取り組み、「地域協働プラットフォーム構想」の参考にされた三重県伊賀市社協の事例8）

検証を試みた。同市では、住民参加型プラットフォームシステムを、公的・民間、団体・個人、

有償・無償と、様々な生活支援のあり方から利用する人のニーズを満たすために最適な方法へ

導く案内所の役割と示した。っまり、何らかのサービスを必要とする相談者の身体状況やライ

フスタイルに応じて、その人に最もふさわしいものを提案するだけでなく、複数のスタイルの

サービスを組み合わせることで、単独では限界のあった領域もカバーできるよう広域で実施で

きるようにすることを想定し、マネジメントの視点を持ち、21世紀における新しい協働のシス

テムとしてプラットフォームを捉えている。
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　先述した（表1）（表2）の整理内容に当てはめると、従来の福祉サービスの枠組みを超えて

住民間の共助の力を生かし、自分にぴったりのしあわせを探せるようにすることを「目的」と

して、福祉ニーズを抱える人への適切な生活支援方法にっなげられるよう、学習する機能とし

てではなく、様々な機関・団体・個人と在宅福祉の「活動」そのものに取り組んでいる。「ルー

ル」は従来の形式的な登録ではなく「同じ土俵に一定の意識をもって乗る」としている。「メ

ンバー」は、個人、ボランティア、公的サービス、小地域ネットワーク活動、住民参加型在宅

福祉サービス、民間企業等。「中間支援組織」として、また「場」の構成の中核となるボラン

ティアセンターの「コーディネーター」だけでなく、プラットフォーム内で人材活用し「コー

ディネーション能力」をもっ人を配置し、役割分担することが可能としていた。本事例は学習

活動が実践にっながるというよりは、実践のための協働を機能させるプラットフォームとして

有効な事例といえる。

　その後、地域を基盤とする福祉教育推進プラットフォームをテーマに研究会を開催9）し、そ

の目的や形成過程などを実践者がどのように考え、具体的にどのように実践しているかより丁

寧に考察する機会をっくり、福祉教育推進システムとしての理論化の可能性にっいて考えるこ

とにした。

　まだ社協において地域を基盤とする福祉教育推進プラットフォームを意図的に展開している

事例は少なく、そのなかで事例としたのは、プラットフォームを意識的に展開した愛知県江南

市社協の実践。学校と地域と協働して福祉教育を促進する取り組みは各都道県で散見されるよ

うになったが、先進的と見られた兵庫県社協の実践と大阪府寝屋川市社協の実践。3っの事例

から検証した。

　江南市社協1°）は、総合学習における福祉学習サポートプログラム開発推進事業をもとに、福

祉教育プラットフォームの機能と構築過程にっいて報告された。プラットフォームは、属性の

異なるものが協働することにより、実践を多面的に見ることができる場であり、学習プロセス

において、協働者で関わるものもあれば関わらないものもある相互乗り入れ可能な柔軟な機能

をもっ。本事業においては、学校と社協が中間支援役割を担い、プラットフォームを導入段階

から展開、振り返り段階ごとにプラットフォームの構築過程を整理したことから、このプロセ

スにより関係性を育むことが可能になり、学習プロセスごとにプラットフォームは変化し、学

習者と協働者による交互作用が生まれることがわかった。事業を進めた結果、協働・継続型実

践の新たな仕組みとして、プラットフォームが有用ではないかと考察された。

　兵庫県社協11）は、学びあうことを大切にした福祉学習を学校と地域が連携・協働しながらプ

ログラムを進める体制をっくることをプラットフォームと仮定し、学校指定から地域指定によ

るモデル事業実践から報告された。本事業は、県内の1割の市町社協で実施され、特徴として、

学習支援者としてのキーパーソン育成、学校と地域で話し合う場づくりによる関係づくりに取

り組んでいた。こうした事業を進める際は、地域基盤の必要性とサポーターが活かされるため

にはボランティアの参加も大切であることが確認された。当県社協では、福祉学習推進委員会

という市区町の福祉学習を県域で応援する機能をっくり、委員会主体に自由に面白く語り合う

ことを大切にして、PDCAを行なっている。本委員会には、社協、教員、県教委、子ども会、

学識経験者等さまざまな構成メンバーがおり、広域のプラットフォーム機能を果たしている。
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寝屋川市社協12）は、元教員による福祉教育コーディネーターを配置し、校区担当職員と連携し

て、学校における福祉体験学習について地域資源（ボランティア、校区福祉委員会［役割とし

て「教育、学習機能」がある］）が支援する仕組みを機能させ、「福祉教育意見交流会」や「福

祉体験学習協力ボランティアグループとの交流会」などを展開することで、それぞれのグルー

プや教職員、校区福祉委員のつながりが生まれ、学校、社協、校区、ボランティアがそれぞれ

の立場を理解しあえる関係づくりが構築され、プラットフォームとして機能していることが報

告された。中間支援役割を担う社協が、福祉教育コーディネーターという学校教育経験者を配

置し、校区担当と連携することで、ボランティアグループと校区福祉委員のっながりが密接に

なると共に、学校外活動にっながるところも出てきている。

　事例のように、社協が中核的に関わり、学校と地域をっないでいくための推進委員会等の従

来からある学校関係者等による組織をベースに福祉教育推進のプラットフォームを考えると、

恒常的な組織形態をとる必要性も生じる。っまり、学校教育活動のように活動が地域性をもち

継続的な場合には、適度な可視化が求められ、形骸化しない程度の組織化が必要になることが

事例から示唆された。

　前述した3事例を素材とし、それぞれ参加者の実践も踏まえながらプラットフォームの構成

要件や機能にっいて検討した（表3）。

　　　　　（表3）地域を基盤とする福祉教育推進プラットフォームの構成要件と機能

目的

・ 福祉教育の推進に向けて学校や地域が協働し、地域資源を活用し、新

たなっながりと学習や活動を創出する。

・目的が比較的限定的（災害等）なものと、幅広いもの（誰もが暮らしや

すいまちづくり等）がある。

活動
学習機会の提供，人材育成，協力団体の相互理解促進，地域課題にっいて

話し合い実践活動にっなぐ。

場

・ 組織に近いものもありうるが、組織そのものではない場。

・実践組織をっくるたあのものであり、実践を行う場合もあるが、実践

組織そのものではない。

ルール
・自由なっながり。　・自発性が重要。　・一一定の約束は必要。

・必要な時に人を集め、必要でなくなったら解散する。

メンバー
学校関係者（教職員）、施設関係者、ボランティア、障害者団体（当事者）、

小中学生、青少年関係団体、社協、校区福祉委員、学識者等。

コーディネーター

っなぎ役としての福祉教育コーディネーター、サポーター等の存在をお

くこともあるが、それを前提とはせず、プラットフォーム機能を維持・

発展させるための複数の管理人・仕掛け人的な存在は必要。

中間支援組織
社協が中核となり、福祉学習推進委員会、校区福祉委員会等を中間支援二

の仕組みとする。

エリア

・ミクロレベルのものとマクロレベルのものがある（図1）。

・層別に分かれるだけでなく、層を超えたっながりや接点がある（図2）。

接点があることで「っながり」、循環するようになる。

期間
学校の組織などにおいて恒常的な組織に近い方がよい場合もあるが、基

本的に恒常的に設けられるものではなく時限的なもの。



地域を基盤とする福祉教育推進プラットフォームの構造 89

・っながっていないもの同士をっなげ、新しいっながりや活動を創出す

　る機能をもっ。

・っくりだすっながりは、個人間、組織間、だけでなく、個人と組織と

のっながりでも成り立っ。

域
県

市

校
学

（図1）

マクn

ミクロ

㌫

（図2）

　以上の議論を踏まえプラットフォームの基本概念図（図3）を作成した。プラットフォーム

は理念的には、（組織）座標軸と（個人）座標軸との位置では、中間に位置するものととらえ

ることができる。そして機能は（広い）座標軸の場合と（限定）座標軸とのどこでも位置をと

りうる。プラットフォームは必要性のある一ヨ寺的なっながりのなかで機能し、必要がなくなれ

ば解散するものであり、その顕著なものが「災害」関係で、（組織）と（限定）の座標軸に位

置する。しかし一方で、福祉教育推進プラットフォームは、多層で多様な（広い）方向性を目

指すことが、よりよいと考えられる。

　　　　　↑（広い目的）

　　　　　　　　地域を基盤とする福祉　　　　す
　　　　　　　　教育推進プラットフオ

　　　　　　　　ームの目指す方向

災害のPF

　　　　　

ノ

プラットフォ

ームの位置

（目的限定）

（図3）プラットフォームの基本概念図

　地域を基盤に何かを行なう際は、単体だけでは担いきれず、多層・多面的に取り組むことが

必要になる。地域を基盤とする福祉教育推進プラットフォームは、子どもや住民が福祉にっい

ての学ぶプロセスで、戸惑い、ゆらぎ、気づいていくことから深められるよう、学びの都度、
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課題がでて、今のままでは解決ができそうもない時に、それらの課題解決を共に取り組めそう

な人や団体、集団を探し、それぞれの取り組み意志をもとに新たなっながりを創り出し、学習

活動のために利用しうる資源を拡大させる従来の方法にないものである。つまり、その場に関

わるそれぞれの人や団体、集団が形成過程において相互作用し、相乗効果としてエンパワメン

トが高まる可能性があると考えられる。また、コーディネート機能を有する人材の重要性にっ

いても分かった。

　ここまでの事例検証において、筆者はこれまでの先行知見から学習支援者を暗黙のうちに念

頭に置いていた。確かに学校や社協を念頭におくと、学習支援者側からプラットフォームを構

成しがちだが、事例からはボランティア等の学習者間の関わりによる気づきや学びの意義が示

され、ボランティア、学習者、実践者等が混じり合って活動が発展し、学習が豊かになるとい

う、それぞれが学習者同士である視点から考察することも必要と考えた。

　これらを踏まえ、①構成要件、②プラットフォームの生成・変容・消滅のメカニズム、③従

来の学習方法にないプラットフォームの特徴、④どのような人材役割が必要なのかについて、

さらに具体的実践事例から検証を試みた。

2．実践事例の検証その2

　前述の事例検証を踏まえ、学会の課題別研究として大会13）において、4っの視点について、

中間支援役割を担う学校、社協による学習支援者視点と、学習者同士の視点から検証を試みた。

事例は、学習者同士の学びから多様な活動が生まれるプラットフォームと見られる神戸大学

「ESDボランティァ塾ぼらばん」の実践、地域教育プラットフォームとして展開され福祉教育

の視点を有する東京都小平市の学校における学習支援者の立場からの実践、福祉教育プラット

フォームとして展開されている兵庫県神戸市長田区の社協における学習支援者の立場からの実

践を検証し、以下その構造を整理する（表4）。

（表4）　地域を基盤とする福祉教育推進プラットフォーム事例に関する構造化

ボランティア塾（学習者） 社協（学習支援者） 学校（学習支援者）

1構成要件

目的 ESDに資する人材や集団の 福祉教育の仕組みを動かす 地域教育力を総合的に高め
形成。 （人に優しいまちづくりを進 る。多元参加型の教育活動

める等）。子ども市場等。 の実現を目指す。

活動 ボランティアプログラム。 することは決まっていない。 地域子ども交流センター。

場 学習者同士が多様な学習機 ある場を使う。 学校を場としっっ、地域に
会に出会い、NPO同士がっ 出ていく。一定の地域基盤
ながる。居場所となる空間。 で年少から青年期に至る子

どもの継続的成長をトータ
ルで見通すしくみ。

ルール 学習者主体。一定の約束は 基本ルールはある。 呼びかける人や機関、その
ある。3人程度で活動参加し、 発想や目的意識が大切。

振り返る。合意形成が大切
（っながる人、離れる人がい
る）
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メンバー 高校生、大学生、院生、社
会人、NPOスタッフ、大学
関係者。

商店街、福祉施設、NPO、
ボランティア、学校、子ど
も、若者ボランティア、企

業、神社、コミュニティF
M、社協。

学校、保護者、青少年健全
育成組織、民協、社協、ボ
ランティア団体、企業、商
店街。

中間支援組織 特にない 社協ボランティアセンター 学校

エリア 他・多領域の市民活動と連
帯。

N神社前地域の商圏4校～
区全域

学校の区域を基礎。

期間 限定していない 限定していない 限定していない

機能 学習者同士学びをコーディ
ネートしあいながら活動す
る。

地域ニーズに応える活動を
進める多様な場を創出する。

学校・家庭・地域の協働を
目指す幅広いコーディネー
ト機能で地域社会資源を効
果的に活用。

2生成・変容・
消滅のメカニズ

ム

目的等のイメージの共有を
図り、学習者同士の学びと
して、学習会や研究会やお
月見会等を開く。異年齢層
との交流による学びや、学
びのプログラムを企画運営
することの学び、まちに数
名でNPOに関わり、振り返
ることを通じ、人によって
は児童への関心から多様な
学びをきっかけに高齢者へ
の関心を深めるようになる。

　学習者の学びにより新た
な活動が生まれ、ネットワー

クが作られる。ゆらぎと葛
藤があり、不安定であるこ
とが魅力で継続されている。

地域の活性化のため、商店
街の空き店舗をNPOに使っ
てみてはという相談を社協
が支援し、商店、小規模作
業所が加わり、「いちばで元

気運営委員会」発足。「長田

区中央いちば」の周辺地域
を舞台に、作業所と子ども
たちで作るパンや手工芸品

の販売やFMでの宣伝、商
店の協力はキャリア教育、

障害者の社会参加の機会に
なっている。

家庭教育重点支援モデル地
区として了どもと地域の人々

の関わる場として交流セン
ターを作り、多様な住民や
関係機関・団体と連携し、

障害児との交流体験やその
他体験学習を通じて、地域
の人は学校に関心を持ち、

関係機関は子どもに対する
見方が広がり、異年齢交流
が生まれ、子どもはあいさ
っができるようになり、親
子の触れ合いが増えた。こ
うした取り組みを地域が継
続的に取り組むことを希望
し、学校と共に継続推進し
ている。

3特徴 異年齢交流による学び。ホー

ムプログラムの企画運営。
トリッププログラム（3人程

度群れとなり活動し振り返
る）。場が不安定であること

が魅力。ゆらぎと葛藤がぼ
らばんの学び。様々な活動
が生まれる。多様・多元的
な新たな学びのユニットや
サイクル、ネットワークを
生み出す可能性あり。

学習者と実践者が混ざり合っ

ている。

様々なことに関わることと、

触れ合うこと。子どもたち
と地域の方や高齢者の方と

の関わりの輪が広がってい
る。継続性と住民参加が得
やすい。異世代間の交流か
ら関わりの大切さと面白さ
を学べる。連携で相互理解

が深まり新たなネットワー
クが創出。

4人材役割 みんなが人材（学び合う関係）

で、主体、触媒となるため
に役割は移動するので、固

定的なファシリテーターは
不要。誰が担当になっても
良く、学ぶ人が成長する。

マネジメント出来る人。学
習者と学習の場のコーディ
ネート。

いろいろな人が必要。関わ
る人を少し知っていてコー
ディネートできる人、仕掛
け人が複数必要。

協働を進めるコーディネー
ターの役割が有効。コーディ

ネーターの興味・関心等で
推進力は変化。

　これまでの事例検証から、プラットフォームの構成要件は、「目的」「活動」「場」が重要で

あり、「目的」を共有する個人や団体が、「場」を通じて新たなっながりや「活動」が生まれる
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可能性を持ち、集う「メンバー」は可変的であることが窺えた。そして運営方法は、「活動」

としての学びと実践が渾然一体になりがちで、基本「ルール」は必要とするが、合意形成はボ

トムアップによる合議制で行い、取り組みは乗り入れ自由で、小グループ化するなど機能的に

変容する自由度が必要であり、活動も可変的であることが窺えた。そして「期間」はいずれも

限定しておらず、「エリア」もミクロからマクロに至るものであった。

　そしてプラットフォームの生成・変容のメカニズムは、多様な社会資源が新たにっながるこ

とによって相互作用し、その営みのなかで相乗効果を生み出し、さらなるアイディアが生まれ

新たな活動を創出し得る。事例報告者からは、関わりを通じて「人間としての成長」があった

ことが共通して示された。またプラットフォームを「コーディネートする機能」は必要だが、

学習者同士においては「中間支援組織」を必要とせず、いずれにも共通したことは、「メンバー

間の触媒役として構造的な隙間を見っけてつなぐ役割」が複数求められていることが分かった。

V．地域を基盤とする福祉教育推進プラットフォームの概念

1．　必須な構成要件について

　これまでの検証から、地域を基盤とする福祉教育推進プラットフォームとは、これまでっな

がっていなかった社会資源と新たにっながり、学習活動を創出する機能をもっ「場」といえる。

っまり、そこに来れば、または連絡すれば、自分に必要な情報が得られ、学ぶ機会もあり、課

題の解決方法にっいて話し合うこともできる。福祉全般にっいて、身近な地域で人と人、組織、

団体が出会い交流し学び合い、互いを社会資源として提供しあえる「場」である。これまでの

縦型社会をヨコにっなぎ、そこから新たなエネルギーとアイディアを生み出し、単体では担え

ない学習活動だけでなく実践活動を可能にする福祉教育推進の新しい価値の創出にっながる仕

組みといえる。こうしたプラットフォームに必要な構成要件、メカニズムにっいて以下のよう

に考える。

　まず・このプラットフォームを機能させるために欠かすことのできない構成要件は以下の4

点である。

　第一は「目的」である。福祉教育は一人ひとりの”いのち11を大切にすることを自らが生きる

営みのなかで感得することが重要である。さまざまな立場の個人、組織、団体が参画し、特に

「社会の狭間にあり排除されがちな人」の問題に目を向け、互いの違いを認めあう関係づくり

のなかで、支え合いにっいて学び合い問題意識を共有し、問題解決方法を導き、行動出来るよ

うにすることが求められる。こうした共生社会の実現を目的とする。

　第二は「活動」である。様々な具体的福祉課題を素材に学習活動を行うことは、実践から学

ぶ参加型体験学習的要素をもっことで、学習と実践が渾然一体化しやすく、常に循環する。こ

のような形態で福祉情報と福祉学習の機会が提供されることで、学習者自身の日常生活の延長

線上で実践的に福祉問題の解決方法を考えられる。そして、解決に向けて実践活動にっながる

人材の育成にもなり、実践にっまずけば新たな学習にっながる。

　第三は「場」である。地域という場は、学習者、支援者、当事者等、それぞれの人が生活す

る場であり、その関係性が双方向に混じり合う。地域における福祉関係者だけではない多様な

個人や団体が出会い、交流することで新たなっながりを築き、多様な資源を集積させ、新たな



地域を基盤とする福祉教育推進プラットフォームの構造 93

学習や実践にっながるものを形成可能（インキュベーション機能）とする基盤といえる。

　福祉教育の推進においては、従来から協議会や委員会があるが、そうした連絡調整の場では

なく、学習活動を実践にっなげる場とする柔軟で機能性が高いことが重要となる。っまり、組

織そのものではなく実践の場でもないが、組織に近く実践を行う形態もあり得る。そして恒常

的なものは継続性が高まる。また、場を生かすには、目的を促進するための一定の共通「ルー

ル」が必要になる。ただしルールづくりにおいては、自発性の尊重が重要で、内容を限定的に

捉えず、思考豊かに柔軟ななかで意志確認することが求められる。それらはボトムアップの合

意形成に基づき運営されることが重要となる。っまり、主体的で対等な自由なっながりである

ことを前提としている。またこの場のエリアは、身近な自治会単位から町会、学校区、市町村、

県域等重層的に拡がる。しかし、学校が中間支援組織となれば、広域連携で取り組まれること

もあるがエリアは限定され得る。

　第四は「コーディネート機能」である。「メンバー」は、住民、ボランティア、NPO、商店

街、企業、地域関係団体、学校関係、行政関係、社協を含む福祉関係が協働し、その他、多種

多様なメンバーが自由に参加可能である。従来の福祉教育推進に関するネットワークは組織、

団体によるものが多いが、プラットフォームは個人を尊重し、団体で参加するとしても個人の

意思を尊重する。また地域で実践する取り組みにおいては、学習者も実践者も交互に混ざり合

う。こうした仕組みを機能させるためには、その「場」を共有する個人、組織、団体によるダ

イナミズムを総合的に中間的に支援二する触媒的な役割が重要になる。学校や社協、社協ボラン

ティアセンターが中間支援組織としてコーディネーターが担い手となるのも一っである。この

場合は、恒常的な組織に近いプラットフォームになる。しかし、中間支援組織を必要としてな

い学習者同士の取り組みの場合は、時限的で離合集散可能なプラットフォームとなる。

　中間支援組織には調整役割を担うコーディネーターが付随することが多くなるが、中間支援

組織を必ずしも必要としない場合は、「コーディネート機能」が重要になる・つまり・プラッ

トフォームに欠かすことが出来ないのはこの機能である。それは単に資源の仲介だけではなく、

プラットフォーム機能を維持・発展させるために、取り組み状況を少なからず認識している人

が、複数で仕掛け人として運営の管理人として機能をもち、メンバー間の触媒役として構造的

な隙間を見つけてつなぐ役割をもっことが重要になる。そしてこの機能はその人のスキルアッ

プとともに自治的能力やリーダーシップを高める。

2．　メカニズムについて

　次にプラットフォームを形成する生成・変容・消滅のメカニズムを捉える必要がある。

先述したようにプラットフォームを機能させる目的は、「まちづくり」のように幅広いものと

「自然災害」のように比較的限定的なものがある。

　たとえば、これまでゴミ出しの問題や習慣の違いで理解しあえていなかったが、災害を経験

し、共に助け合うことから互いを知り、その後も関わりができた個人や団体は、外国籍の方た

ちの生活習慣の違いによる課題に気づき、国際交流の活動を始めたり、生活相談の場を作った

りするなど、新しいっながりや活動の「場」を創出する。先述した（図3）基本概念図のよう

にプラットフォームの機能は多様な形態に拡がり変容する。

　生成期は、プラットフォームを生み出すきっかけとなる地域の福祉課題に出会い・まず初め
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に関わった「メンバー」としての個人や団体が話し合い、課題を抱える人と共に地域で暮らす

上で最善の利益のために協働し「目的」を設定する。そして学習等の「活動」内容を決め、一

定の「ルール」をっくる。ここで生成されはじめる「場」を「中間支援組織」がある場合は、

「コーディネーター」の仲介で地域における多種多様な社会資源を結集させ、プラットフォー

ムを形成する。また個人、団体の中で「コーディネート機能」を生かして生成する場合は、仲

介とともに、機能の維持・発展を意識し、関わるそれぞれ個人、団体から複数の仕掛け人、運

営管理人の役割分担をして、相互作用の中で学び合い、人と資源のっながりを創出する。その

役割は時系列の中で移行しながら相互にマネジメントして進めていく。

　変容期は・新たな課題に対する学習や実践につなぐため、これまでっながっていなかった社

会資源と新たにつながることで、相互作用を生み出し新たなエネルギーが高まり、アイディア

が出され、単体では担えない新しい学習活動が創出される。また、新たな活動等に関する情報

の提供や学習機会の創出によって、さらに新たな「メンバー」としての個人、団体や資源のっ

ながりに拡がり、地域福祉課題解決に向けたソーシャルアクションやサービス開発という実践

活動の創出にもっながる。こうした拡がりの中、「ルール」を再考し、その「場」にあった機

能に合わせていく柔軟性が必要になる。また、学習活動の方法にっいても、個人、団体ともに

協働して取り組む学習機会もあるが、学び合った者同士が自主的に行うインフォーマルな学習

会や、会にまでは至らない学習者同士のっながりによる学び合いなど、多様な学びの形態が設

定され得る。

　消滅期は、事例のほとんどは、広い目的を視野においており、中間支援組織もあることから

推進の盛衰は起こり得るだろうが継続的に展開されるであろう。しかし、目的達成が出来れば

発展的に解消することが考えられる。

VI．まとめ一共生社会の形成に向けた新たな仕組みとして一

　これまでの検証に基づき、地域を基盤とする福祉教育推進のシステムの一っとなるプラット

フォームの構造図を以下に示す（図4）。

　地域を基盤とする福祉教育推進プラットフォームの構成要件には「場」「目的」「活動」「コー

ディネート機能」の重要性、運営ルールと活動・方法の可変性や人材役割の柔軟性などが考え

られること、っまり、従来の組織とは異なり、共通の目的遂行を優先する柔軟で機能性が高く、

学びと実践が常に循環的に機能し、必要に応じて新たなっながりを次々と創出し得る常に進行

形の仕組みであることが明らかになった。

　地域を基盤とする福祉教育推進プラットフォームは、これまでっながりがなかった個人や団

体等の多様な社会資源をっなぎ、学習活動のために利用しうる資源を拡大させる。個人、組織、

団体が相互作用することから、相乗効果として新たなエネルギーやアイディアが生み出され、

それぞれのエンパワメントが高まる。そこで単体では担いきれない活動を創出する機能を有す

ることが示唆された。そしてそこで培われることは、参加する一人ひとりが共生社会をめざし、

主体的に社会を形成していこうとする力である。

　まだ地域を基盤とする福祉教育推進プラットフォームの推進は始まったばかりである。

地域に対する期待の高まりとして住民自治やガバナンスが問われる今日、子どもから大人まで
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（図4）地域を基盤とする福祉教育推進プラットフォームの構造図

住民が主体的に参加することが求められる取り組みとして、地域の様々な福祉課題、特に排除

されがちな問題に住民自らが気づき、その解決方法にっいて学び、解決に取り組むことを可能

とする地域福祉計画の策定とそれに基づく事業の管理運営がある。今後の課題として、地域福

祉計画をもとに課題解決型の学習から実践展開につなぐ住民主体のこの過程におけるプラット

フォームの有用性を検証することから、地域福祉活動と福祉教育の協働の可能性を更に検討し

たい。
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